海外委託対応型業務委託契約書（ひな形）
本契約は、以下の当事者間において締結される。
甲　●●株式会社（所在地：●●、代表者：●●）
乙　●● Corporation（本店所在地：●●国●●市、代表者：●●）
（以下、甲を「委託者」、乙を「受託者」と総称する。）

第1条（目的）
甲（委託者）と乙（受託者）は、海外に所在する乙が甲から業務を受託し遂行するにあたり、両当事者の権利義務関係を定めることを目的として、本契約を締結する。

第2条（定義）
１　本契約において「業務」とは、別紙業務仕様書に定める業務内容をいう。
２　本契約において「成果物」とは、乙が業務遂行の結果として甲に納入する一切の成果をいう。
３　本契約において「秘密情報」とは、本契約の履行に関連して一方当事者から相手方に開示される技術的・営業的その他の一切の情報をいう。ただし、公知情報等は除く。

第3条（業務委託及び遂行）
１　甲は乙に対し、業務を委託し、乙はこれを受託する。
２　乙は、自己の裁量と責任において善良なる管理者の注意義務をもって業務を遂行する。
３　乙は、現地国の法令及び甲の指示を遵守しなければならない。

第4条（再委託の制限）
乙は、甲の書面承諾なくして第三者に業務を再委託してはならない。ただし、海外における法令上不可欠な手続のために第三者を利用する場合は、事前に甲に通知し承諾を得るものとする。

第5条（成果物の納入及び検収）
１　乙は、甲の指定する期日までに成果物を納入する。
２　甲は、成果物受領後、合理的な期間内に検査を行い、合格の場合はこれを受領する。
３　不合格の場合、乙は甲の指示に従い速やかに修補を行う。

第6条（対価及び支払方法）
１　甲は乙に対し、業務遂行の対価として別紙見積書に基づく報酬を支払う。
２　支払は、乙指定の海外銀行口座への外貨送金により行う。送金手数料及び為替差損益は別途合意がない限り甲の負担とする。

第7条（秘密保持）
乙は、業務遂行にあたり知り得た甲の秘密情報を第三者に漏らしてはならず、本契約終了後も同様とする。

第8条（知的財産権の帰属）
１　本契約に基づき作成された成果物に係る知的財産権は、甲に帰属する。
２　乙が独自に有する知的財産権は、本契約によって移転されない。

第9条（輸出管理・法令遵守）
１　乙は、成果物及び秘密情報の取扱いにあたり、日本及び現地国の輸出管理関連法規を遵守する。
２　乙は、現地国の労働法、環境法、個人情報保護法その他の強行法規を遵守しなければならない。

第10条（報告義務）
乙は、業務の進捗及び成果物の完成状況について、甲に対し定期的に報告する。

第11条（契約期間）
本契約の有効期間は、契約締結日から１年間とし、当事者の合意により更新することができる。

第12条（契約解除）
１　甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合、相当期間を定めて是正を求め、是正されないときは本契約を解除できる。
２　一方当事者が破産、清算、営業停止等に至った場合、相手方は何らの催告を要せず解除できる。

第13条（損害賠償）
甲または乙が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、その一切の損害を賠償しなければならない。

第14条（不可抗力）
天災地変、戦争、感染症拡大、政府規制等の不可抗力により契約履行が困難となった場合、当事者は責任を負わない。

第15条（準拠法及び裁判管轄）
１　本契約は、日本法を準拠法とする。
２　本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条（言語）
本契約は、日本語を正文とし、必要に応じて英語訳を作成する。両者に齟齬がある場合は日本語を優先する。

第17条（存続条項）
第7条（秘密保持）、第8条（知的財産権）、第13条（損害賠償）、第15条（準拠法）及び第16条（言語）の規定は、本契約終了後も有効に存続する。


本契約の成立を証するため、本書を二通作成し、甲乙各自署名又は記名押印のうえ、各一通を保有する。

年月日：　　　年　　月　　日

甲　●●株式会社
所在地：
代表者：　　　　　　　　　　　　　印
乙　●● Corporation
所在地：
代表者：　　　　　　　　　　　　　印

